
 

 

 

 

千曲市住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金の実施について 

 

【目的】 

近年の猛暑による熱中症リスク増加を踏まえ、市民の命と健康を守るため、国の重点支援地方交付金

を活用し、生活保護世帯を含む住民税非課税世帯のエアコン設置等を促進するため、対象世帯に対し、

設置費用の一部を補助する。 

 

【事業概要】 

 〇対象者 

  ・生活保護世帯及び住民税非課税世帯のうち、居住する住宅に稼働可能な家庭用品品質表示法施行

令に規定されるエアコンがない世帯 

  ・申請日において千曲市の住民基本台帳に記録されている個人 

  （配偶者やその他親族からの暴力等を理由に千曲市内に避難している者も含む） 

  □生活保護世帯の基準 

  ・申請日において生活保護世帯であり、生活保護制度の冷房器具の扶助費支給対象とならない世帯 

  □住民税非課税世帯の基準 

  ・申請日の属する年度（※）に世帯全員が住民税非課税である世帯 

   ※申請日が４月１日から６月７日までの場合は前年度 

 〇対象品目 

  ・家庭用品品質表示法施行令に規定されている「エアコンディショナー」 

  ・室温を下げるため、コンセントから直接給電する電気冷風機及びペルチェ式クーラー 

 【上記の主な分類】 

  １ 壁掛け型エアコン 

  ２ 床置き型エアコン 

  ３ ウインドエアコン（窓用） 

  ４ ポータブルエアコン（冷媒式） 

 〇予算額：13,022 千円 

  種 別 市補助 県補助 申請見込み件数 支出額 備考 

生活保護世帯 37,000 円 36,000 円 14 件 1,022,000 円  

非課税世帯 24,000 円 24,000 円 250 件 12,000,000 円  

計    13,022,000 円  

 

【補助金交付事務の流れ（予定）】 

時期 内容 

４月 1 日 市報及び市ホームページ公表及び申請受付開始 

１２月２８日 申請書提出締め切り 

 申請書受理後、順次交付決定及び請求書類の受理、支払い事務を実施 

３月末 県へ実績報告及び補助金交付申請提出 
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